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福 沢 諭 吉 評 価 を め ぐ る 若 干 の 問 題

正 田 庄 次 郞

は じ め に

最近，ひろだ• まさき氏の『福讽論吉研究』 と 『福沢論吉』が，あいついで出版された。遠山茂 

樹 氏 r福沢諭吉』 と同様，福沢の全生涯にわたっての箸作と言動を，編年的に検討し，福沢の全 

体像をうかびあがらせようとする，斯心的な労作である。

評Mの内容や方法の点で，雨氏の相違点は少なくないのであるが，福沢の思想とその役割に封し 

て，かなりきびしい評価を下している点では共通しているように思う0 ‘

これらの著書によって, 福沢の思想を評価するうえで，さけで通ることのできない，あらゆる問 

題を知ることができた収樓は大きいめであるが，疑間とするところも少な < ない0 すこと克ぱ,遠山 

氏0 著書では，福沢の著作（たとえぱ『文明論之概略』）に対する高い評価と，r福れの思想まとして 

の生涯の大部分は，彼の思想の本領からの敗退過程であったJ といった結論は， うまくむすびつい 

ていないように思う。ひろた氏の場合も， 遠山氏にならい，『福翁自伝J !の批判的検討に， 大きな 

意味をもたせるの'であるが，福 沢 の 「虚像」をはぐのに倉で，歴史の制約の中で奮闘する福沢の功 

罪が問われているという印象よりも，時代にはん弄された稿沢といった印象が強く残る。

とくに間題にしたいのは, 福K の思想とは一体何であったのかという，いちぱん肝心なととろが 

ぽんやりしていることである。福沢の思想の変化が問われるからには，何がどめように变ったのか 

ということでなければならない。 とすれは％ 「何がJ といろ出発点が明確である必妻があろう。そ 

れをどう解釈するかは別にして，福沢の思想の特質と，その構造が,かれの到達した最良のところ 

で，理論的に解明されなけれぱならない。 もちろん，それ自体が,むずかしい問題をふくむことは 

充分に嚴知しているが，福沢評価の基藤をかためる作業であることを充分に認識じてかかる必要が 

ぁろぅ6 ,

編年的に，福iRの♦体像に迫る諸研究の弱点は，この点，すなわち，福沢の思想の特質はなにかS 

その思想構造を理論的にどう把握するかという点に，あいまいな点が多く，充分に,説得的ではな

注< 1 ) 遗山ホ樹r福 沢 諭 吉 2 7 6 H ,
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いことにあると思うぐ対象が福沢の全生涯にひろがったことによって，間単が拡散し，評価に主観 

が入る余地が増大しているし，反面，变化を思想構造ま体り問題として把握しようとするあまり， 

評価の基準と方法が硬直化し， 11史のダイナミズAの中に生きたぱずの権沢が， 「必然性」 という 

名の，麼史の一つの部品に变えられてしまう危険を生んでいる。

こうした問題意識で，両氏の譜労作の批刺的檢討を通じて，福iKの思想の特質と，その理論構造 

を解明するうえで問題になるいくつかの点を考察してゆきたい。

主たる論点はつぎのとおりである。

1 . 福沢における•■平等論」の問題 ：

2 . 福 沢 の 「一身独立」論 .

3 . 福沢における「知J の問題

ひろた氏は，福沢の思想上の到達点を，r惑蒙福沢J として理解している。 これは， 幕臣福沢 

啓蒙福沢—権道福沢という形で，その発展力'、ら调落に至る過程を明らかにレようとする氏の試みか 

らも明らかであろう。

重要なととは，かなりの独ま性を認めながらとはいえ, 福沢を日本啓蒙主義の一部として把え，
( 2 ) 1、

その展開と调落の中で論じていることである。福沢の思想を，啓蒙 主 義 （とれ自体が暖昧だが）でか 
,  ( 3 )  ■

たつける問題性については, 以前ふれたことがあるが，福沢が啓蒙的役割を果たし,思想の性格も

啓蒙主義の{^徴を，当然ながら多くもっていたことはたしかであるが,‘ それをまるごと啓蒙主義で

く くってしまえぱ，かれの思想の大切な部分が切り落され，矮小化されてしまう.ことも考慮にいれ

る必要があろう。 こうしたことを念頭において，ひろた氏が，「啓蒙福沢J の思耀をどう把えてい

るかについてみることにしよう。

まず注目されるのは, 氏 が r啓蒙福沢J の思想を，天賦人権論，啓蒙実学，ナショナリズムのト 

一タルとして把え, 啓蒙福沢の思想の総体を，構造的に把えている,とゆいい難い点である。したが 

って，との小論においては, 天賦人権論の中から，福沢の思想の特質と德造にかかわってくると思 

われる問題をとりあげて検討してゆくととにする0

ひろた氏は，福^^の天賦人権論は，原理的にはプダム♦スミス流の市民的.II由主義であり，それ 

を福'Kが主体化するうえで，つまずきの石になったものが，福沢の乎等観の,原理的暖昧さだとい 

う。福iRの思想を，簡単にアダム♦スミス流の市民的ま由主義といってよい力S これ自体が大きな

注（2 ) ひろた• まさきr福沢論吉研究J o その編別構成は，第S 章で* r 日本啓蒙主義の展開一桶沢における第一の転[§]- 
を，第四章で，r 日本啓蒙主義の调落- ^福沢における第二の粒回一] を极っている。

( 3 ) 拙搞，r政治を考える座標軸一福沢論吉の学問諭を中心に一 J , 北111大学教錢部紀要，ポ二号。

—^  82 (710) — ■ 'f:'.’:も c:--
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同書，19頁。
同書，124^0
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問題やあって， これにっいては，福 沢 の r知J の把え方の問題として，小論の最後で論じるととに 

なろう。

ひろた氏は , r学 問 の す め 』初編の， r天は人の上に人を造らず人のT に人を造らずと云へり J 

に始まる有名な一節をひいて，福沢の人間平等宣言としテこうえで， にも拘らず，かれの平等論は， 

人間平參め根拠をどこにみるかという点で明瞭さを欠くものだとしてこれを批判している。氏の指 

摘は , ホップスが， rま然は肉体の諸能力においても精神のそれにおいても， 人 間 を 平 等 に っ くっ 

たj  (i■リヴァイアサン』） といい，ルソーが , 「不平等は， ま然状態に於て殆ど無である J (r人間不平 

等起源論•!）といった意味の，人間の自然的平等の承認が，福沢の平等論では暖昧であるというとと 

であった。具伴的には，氏は，福沢が , r西洋ま情』 外編において， r人々の夭票必しも一様ならず j 

といい, 「有様」 のちがいを認めていることを例にひいて， r人間のま然的平參のま!実性こそが英仏 

啓蒙主義がぜ建的差別を批判する原点にあった J (傍点はま者） こととの違いをあげる。

このように，ひろた氏は，福沢の平等論の暖昧さをっくのであるが， その原因を氏は,『福翁ま

伝』の批判的再検討をっうじて氏がひきだした結論，すなわち，福沢の生活における一身独立が，

権力とたたかうことなく，むしろ権力に依存して達成されたということに求め, その結果，西洋近

代における自由平等のためのたたかいの厘史的遣まをくみとるうえで大きな不足をもたらしたのだ

という。そしてこの問題は，福 沢 に と っ て r人間平等の課題より一身独立のぽ題のはうが優先して 
( 6 )

いたJ という指摘となって , 福沢の '思想評価につながってゆく。

以上にみる，ひろた氏の, 福沢の平等論批判は，全くの誤解によるものだと思,う。以下に,：それ 

を, はじめに福沢に内在し，っぎに福沢が依拠したクエイラソドとチンバーズの原典の検討によ 

って明らかにしようi  ' .

『学 問 の す め i 第二編，r人は同等なる事J で福K が論じているのは,.いかなる意味において 

も, ひろた氏が考えているような，ホップス，ルソー流の人間的平学についての譲論ではない。そ 

うした意味での平等論， 丸山真男氏の言葉をかりれば,「ま由と平參の雨方を約束する者は詐欺師 

だ丄（ゲ- テ）という意味での，自由に対抗する独立した価値としての平学は福沢の思想には存在し 

■ない。 ’

福沢が，r人は同等なる事」で論じているのは人間の権利の一点で* すべての人は同等（平等）だ 

という一語にっきる。っまり，権利の平參の確認である。静的に，かつ受動的に把えれぱ,生命の 

安全，所有の安全, 面目名誉の保全といった諸権利，動的に，かっ能動的に把えれば, 人 間 性 （f揮 

きものを遠ざけ，甘きものを取るJ といったま然の性情) を解放し，人 間 の 「体と心の働きJ を,夫 の 意
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図のままにrま由自在J に用いつくす諸権利， こうした人間の権利の点では,人はすべて同等だと 

いているのである。 ’ 、

したがって，福沢が，現 実 の 「有様J の多様き（貴:賤，貧富，智愚，.強弱等）を事樊として認める 

のは当然であって，このことと人はみなr同等の権利J をもっていることを混同してはならぬと，

力、れは力説するのである。その意味では，福沢の同権論は，r有様J のちがいが同権を侵したり, 

長す理由にされたりする場合，あるいは，「有様」が特権によって生じた場合のほかは， 直ちに， 

「有様」のちがいを批判する武器にはなりえない。

福^^が，〔通俗民権論第ニ稿〕のなかで，r民権論は正しく門閥論の反対」だといい,富者が貧者 

をいじめ，智者が愚者を圧するこ*̂ があったとしても，r其実力を以て無理を働くも の j であるか 

ら, 門閥の虚名によって権を恣にする者にくらベれぱ，r元素J 力 ;ち が う の と い っ て い る 間 題  

をとりあげ，別の拙稿で，r実に見事な，思いきったj , ドキリとする言葉だといったことがある。

以上で, 福沢の平等論なるものは，同権論であって,ま由論と表裏一体をなすものであることが 

明らかになったと思う。 .

では★ 福沢が， r人は同等なる事 J 執筆のさい依拠した， ク ラ ン ド と チ ェ ン バ サ ズ の 原 典 と ' 

の比較においてこれをみると， どのようになるか， 以下これ !̂こついて，伊藤正 jKI氏 の 貴 重 な ^‘^ を  

部に利用しながら 'みてみよう。

伊藤正難氏の研究によると, 『学間のすXめ_!第二編り，「人は同学なる事J は，ウェイランドの 

『ま身論1 の Reciprocity論の冒頭の総論, The Duty of Reciprocityの前半，Nature of 

human equality の部分と, Chambers’s Educational Course <o Politicar'EConomv の Indi- 

vidual Rights and Dutiesに依拠して書かれているとう。両書とも，市民社会を前提にして， 

人間と社会fcついて論じていることを確認しておきたい。 ’

' ウ イ ラ ン ド の 所 論 で 注 目 さ れ る の は つ ぎ の 諸 点 で IJl；! 。

第一，キリスト教の精神を背景に，市民社会における人間交際のモラル（すべての者は，他人の権， 

利も*侵寄しない限度におい'自己の幸福を追求する権利と自由を神から与えられているととの相互確認)を‘ 

説き，社会の存立の基礎として，個人の権利と義務にふれていること。互いの権利を認めあうとい 

う意味においての相互利益（reciprocity)。.

とれに関してつけ加えると，福沢が' r人は同等なる事J で用いた平參という言葉も， こうしすこ意 

摩であったことは，つぎの言葉からも明らかである0 rゆえに，人 た る 者 は ,常 に 同 位 同 等 の 趣 意 を

注（7 ) 〔通俗民権論第二編原稿:)，福沢in if全後，第十九巻, 255〜6頁。 ，

( 8 ) 拙稿，「福̂?̂諭吉とナシ窃ナリズム_|,北里大学教養部紀要，第四号6
( 9 ) 讲藤正雄[福沢論吉論考_)◊
(10)同書, 15H。
(n )  F. Waylancl, Elements of Moral Science, pp. 99-106.なお，木書は浦約版なので, 例#正ガ成の前掲書に転 

軟されている原文を参照した0 '

— 84 (?12)—  '
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忘るべからず。人間世界に，最も大切なることなり。西洋のことばにて，こ れ を 「レシプロシチ丄，
! (12)

ま た は r - クウヲリチJ という。すなわち , 初編首にいえる，万人同じ位とは， こ9 事なりJ と。

なお, 原文には, equalityは，equality of r ig h tと明示されている。

'ウ'エイランドで',.注目される第二の点は* r境遇の平等J (equality of c o nd itio n )と. 「権利り乎き」

(equality of r i g h t ) と区別しており，福 沢 と 全 く 同 じ 理 で あ る こ と 。 さらに， 『境遇J の不平等

(神が幸福迫求の手段として，異なる程度で各人に与えた富，知力，肉体，健康等）を， 人間社会の特色で

ある多様性として， いいかえると天与のものとして肯定的にとらえていること6

第三に，. 同権論とともに， 同胞愛の義務力';,神に対ずる愛との関連でとかれていること0 この部

分は, 神ふれた他の部分と同様に, 実質上，福沢の文脈から姿を消しているが, これについては,

福 沢 の r知J の把え方に関連して, スミスと対比しながら, 小論の最後でふれる。 ‘

つぎにチ01ソバ" ズをみると，つぎの点が注目される。
( 14)

第一，「人は生れながらにしてg 由であるJ という原理に立って,，市民社会においては， 生命の 

安全，所有権，自 尊 • g 己愛の権利，およが市民の自由の諸権利は，法によって保障され，人はす 

ベて，法の下に平ぎであるというととを強調していること0

第こ, 現実に存在し:t い.る個人間の格差を，『資質や機会J のちがいによって生;じたものとして 

把 免 （社会的不平等とは異質なものとし' 把えていることに注意) , これによ力て， 法の下に人はすべて 

平等であるということは，いささかも影響をうけるものではない，と強調していること。

绝 ま 人 は , 社会の法によって保護されている以上，市民の自由を守るための法を遵守すること 

は市民の義務であり，それなくしては，社会は崩壊するとしていること。

以上のように，ウ て ラ ン ド ，チ:Cンバーズの当該部分の検討を通じて明らかになるたことは, 

いずれも，安定した市民社会を前提に，道德と法の遵守が，市民の自由と権利を保障し,社会の存 

立にとって不可欠であることを説V、たもので、あったということである。したがって，そこには，現 

存する人間のi t 会的不平等を，「自然的平等J 'の観点から問題にしてゆく視点は，全くみられない。

• もちろん，福沢は，これらの原書をそのまま引きうつしたのではなく，安定社会における静的で, 

平面的な!^理を，封建社会から近代社会への転換り，激動する過渡期に必要な論理に移しかえ,独 

自な読みかえ作業を行なっている。たとえぱ， 原書に.おいては， 現存する人間の不平等（[有撒の 

違い) を，多く，個人の天与資質と機会の差によって生じる人間社会の多様性（神の意志と結びつ 

けて）として，さらりと片づけているのを対して，福沢は， 同権論を，「有敬1 のちがいが， ィ権 , 

利の不平等J をともなって現われる前近代社会に対する, 鎌い供判の武器にかえてV、る。同ぽに, 

原書では, 個人間の塞異が問趙となっているのに，福沢は，.政府と人民との閲係に城大して，権利

注(12) r学 問 の す ニ 編 ，全集，第H巻，40直。 , .

(13) Chamberses, Educational Course, Political Economy, 1873- pp. 3-6‘

(14) ibid', p, 3. ‘

—— * 8 5  {7^ 5 )  .— ~



.ふよ-レ.<

の不平象を批半IJレている。

以上にしめされるように, 福沢は， ョ'■••ロッパ近代思想を主体的に摂取する過程で，とりわけあ 

る部分を生き生きとよみがえらせ，時代をきりひらく思想上の武器にした。その最たるものが，自 

由と表裏の同権論であった0 反面，かれが依拠した原書とともに，盲点となったもめが平等-の思想 

であったとい克よう。理由はIE反対なとこちからきている。例えぱ，チ ン バ " ズの書においては， 

すでに競争制度め幣書があらわになって，わsodative systemのよび声が高まる中で，人間性に反 

するという一点でそれに対する批判を加えているわけであり，弁護論の性格からして，自由は強調 

されても， 平等は場ちがいであった。 福沢の場合はこれとはちがうo r 体と心の働を用いつくすJ 

諸力の解放の時代をむかえて, 自由i 同権は, 変革め武器として歉迎されたが, ま由と同権が，競 

争制度の上に何をもたらす力V 予想の限りではなかった。その意味で,平等め思想条件は未成熟で 

あっすこ。

しかし，それだけではないように思えてならない。 日本人の思想の伝統の中に，平參の思想を育 

くまない何かがあって，それがそのまま福沢の中にも現われているのではないかという気がする。

福沢には平等論ぼないということを強調するいちぱん大きな理由は，福沢に対する評価は，かれの 

思想の最良の部分—— とりわけ，今日なおわれわれがその水準に達していないとするならぱ—— を 

正当に評価することから始めるぺきであって，ないものねだりはフCCア^ でないし，前向きでもな 

いと思うからである力*、，これとは別に, 福沢における平參思想の欠落を，福沢から離れて，.われわ 

れ日本人の思想の伝統の問題として考える必要があるのではないが，という気持からセ、あった。

福沢の平參論に対する誤解は，遠山茂樹氏の場合にもみられ, 『内は忍ぶ可し，外は忍ぶ可らず』 

で福沢は乎等論の論旨を転換させ，それによって官民協調の道がひらかれるとするのであるが，ど 

うしても遠山氏の論理が理解できないので，批半iiはざしひかえる。

r三 田 学 会 雑 誌 j  71卷 5 号 (1978年 10月 )  •

福沢の同権論の検討によって，かれの門閥制度批判は, I I 然的平等の観念から発したものではな 

く，人間が自己のr体と心の働きJ を用いつくす権利と自由を圧殺する体制への批判という観点か 

ら行なわれたものであって, い わ ば 「人は生れながらにしてま由であっナこ」（チェンパ" ズの書）と 

いう主張の延長線にあることが明らかになったと思う。

とすれぱ，福 沢 の 〔一̂身独立〕および，〔一身独立して一国独立す〕 という主張もつ意味と， 

それがかれの思想構造の中でどのような位置を占めているかという問題をつぎに明らかにする必要 

がある。 •

福沢にとっては, すべての人間の自由と権利を確認し，それに敞対する既存の体制を告亮すれぱ

— 86 ( 7 J 4 ) 一 " -
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足りるという殺，ことは単純ではありえなかった。力、りに旧い休制が崩壊し，新秩序が生れたとし 

ても，権力の偏重が， 日本の社会と人間に残した「永世遣伝の毒J, r感溺」 が， 時代の精神（[人 

民の気風」）として存在する限り，権利とま由の適切な行使力'项待できないどころか，新秩序も，旧 

精神によって実質上，変質させられてしまうであろうことを，福沢はみぬいていた。この鋭いま感 

は, かれの資質によるものでもあるが，やや棘外されお感情のなかですごした中津藩での生活が， 

閉鎖社会の中での人間と人間交際を支配する精神に対する，かれの鋭い感覚をWてたのだと思う。

こう,しナこ福沢が，三回の洋行で, 西欧社会との比較の機会をもち， 日本とは別の原理の人間交際 

があり，それを支える人間精神があるととを，身体で知ったことの意味は大きかった。そして，か 

れの休驗を理論化し，かれの問題意識に自ら答えてゆくうえで,，決定的な役割を果たしたのが，欧 

米で購入した，人間と社会に関する書物であった。

..たとえぱ，福沢は，チ;メンバーズの，例 の 経 済 書 』に対しても，.経済理論よ.りも，/社会のしく..

みと原理， 人間交際のあり方， 個人の権利と義務といったことに大きな開心をよせ， その部分を

ず西洋事情JT外編に訳していることは周知のとおりである。

そ の 「個人の権利と義務J の享には，社会に対する個人の義務の第一に，他人に依存せずにき分

と家族の生活を維持することをあげ，社会がかれの権利を尊重しているのに，そうした義務を果た

さデi いなら，それは，社会から権利を詐取していることになり,このように行動する人が多くなれ
( 15)

ぱ社会は存続できない，.とかかれている。
( 16)

福沢は，この部分を，『西洋事情』外編でつぎのように訳している。

r自から衣食を求め又家族の為に之を給して, 他人の煩を為さざるように心掛ネは，人たる者 

の職分なり。 若l i人として自から衣食住を給するの道を知らずして他人の煩を為し，徒に我
r / . .

自由を求め我通義を達せんとするは，即ち人の功を盗むなり。斯の如くしては天下""日も交際の 

道を存す可らず。J

福沢は，societyに 「社会j という訳語をつけることができなかったために，福沢の訳文は，交 

際の心構え，あるいは，人の道を説いているもののように，よみ流されがちであるが,けんらんた 

を文明社会の，いちぱんの根っ子に, たがいに権利と義務との関係でむすぱれた，独立した個人を 

発見した時の驚ろ.きは，新鮮であったろうし，とくに，日本の現実とくらべたとき，それは衝撃的 

でさえあったと思う。福沢は，欧米と日本の社会の質のちがいを象徴するものとして,個人の独立 

の問題をみたし，独立した個人が前提にならなけれぱ，権利も義務も，自由さえ•もその意味を失い, 

社会は内部から崩壊することを迪解した 

福沢の場合，文明社会の原理のま認にとどまらなかった。平ばんな,権利の平ぎについての説明

注(15) ibid., P‘ 4,

(16) r四？料 旧 外 編 卷 之 ー J , 全集，律ー卷* 393直,
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r三旧学会雑誌」71巻5号 （1978̂!ひ0月）

をよみかえで, 日本の社会を変革してゆく思想的な武器* 同権論を生みだしたように，個人の独 

を， 日本の現実の中でよみかえて，r~̂ 身独立』論として， 思想变本の武器にかえていった◊ すな 

わち，『学問のす3̂ め』第三編，r~̂ 身独立じて一国独立する享J の冒頭を，有名なつぎの文享で飾 

るととになる。 '‘

f独立とは自分にてま分の身を支配し他に依りすがる心なきを云ふ自から物事の理非:を弁別 

して処置をることなき者は，他人の智恵に依らざる独ななり。 まから心身を労して私立活計 

を為す者は，他人の財に依らざる独iz：なり。J ■ .

ここでは，個人の独立が, 物質面の独立にとどまらず， 日本の現実をもとに精神0 独立を加えて 

把え直されてい;5。福沢は, とのように，原書;では，ま明のこととして前瑪にされている個人の独 

立を，その摂取の過程で，自由と'ならぶ独立した価値として理念化した。 これは福沢の思想の独創 

的な部分といえよう'。 .

もう一度確認しておくと，福 沢 に と っ て 身 独 立 J 論は， 明 社 会 （=市民社会)の原理の核 

心として把えられていたということが一'̂ )̂ , いま一つは, それが，主体的摂取の過程で， 日本の現 

実を前にして，自由とならぶ独立*した価値にすこかめられ, 福沢の思想の独創的部分として，思想染 

革の鋭い武器に变えられたととのニ点が重要であろう。

r一身⑩立J 論について， もう一'"Pだけ簡単にふれておくと，一~ これについては，すでに別の
( 1 7 ) 一  ■

機会に論じたが，■~~ 福沢は， 「惑溺J に象徴される精神構造を， 単》と権力の偏重が生んだものと 

いった考え方をしていないふしがある。つまり，古代からの，各時代の精神が，われわれの意識の. 

中に，重層的に存在していると考えているようであるし, また，S 由とg 主 .•独;*の面での東西の 

落差は, 単に文明の発展段階のちがいによるものではなく，いわゆるアジア的停被にっながる問題 

ダ、存在していると, . 福 沢は考えていた!らしい。論拠は，っぎの二つである。

っは，『文明論之概略』の r第二章西洋の文明を目的とする事J において描かれるr野蜜J 

の時代の特徴が，人間が自然に埋沒し，r人為J の関係さえ， 自然の铁序のアナロジーで眺め， た 

だ服従するはかないものとして宿命的にうけとるといった，い わ ぱ r惑溺J の姿であること。いま 

一っは, r第三享文明の本旨を論ずJ において， 文明とはいえない状況として， アジアの場合と 

曰 一口ッパの場合を例にあげて説明している'が, ョ一ロッバの封建社会を，同権と，法の支配に欠 

け, 暴力が支配する状況としてとらえており， I I由と自主♦独立の気風がみられぬことをアジアCO. 

特徴として描いているのとは対照的であることb .

以上，福 沢 の I■一身独立J .論の特質と，力、れの思想構造にしめる位置といったものを考えたわけ 

であるが，とうした観点から， 身独立J 論につ いての，ひろた氏の兄解を検討してみよう。

ひろた氏は，福沢が，明治政府と人民は契約によっ て結ぱれているという虚構（r福沢の虚構の社 

注(17)拙搞，rr文明論之概略i ノート（2XI,北m大学教養部紀麥，第十二号。
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会 契 論 J ) によって明治国家秩序をみとめたことを, かれの原罪だとみる。 との大粋のなかでの
<18)

t■一身独立J の主張は，結局，r明治国家秩序に自発的に従いつつ, 合趣的に奮闘する人間め育成J 

(=r立身出世の勧めJ ) という役割を果たしたし，民衆を政治主体として政治的に結集する課題をそ 

らすことになクた，という。

これについて，私はつぎのように考える。

第-^に，福沢が明治国家秩序をみとめたことを，かれの原罪とみる点であるが,明治国家の権ガ 

構造をどう規定するかという問題は別にして，少なくとも，明治十四年政変までは,形成すべき国 

家铁序にいくつかの選択肢が存在していたし，，状況はきわめて流動的であった。その意味で,福が 

力V 過渡的権力にかれの希望を託すことがあっても, 别に不思議ではない。こうしたことを考える 

と， との期における，福沢の明治政府に対する政治的態度を決定的な評価基準にしで，かれの思想 

の, 客観的役割を中心に評価を下すことは，あまり建設的なこととはいえないであろう。

第二に，そうした評価方法のために，「一身独立J の特質と，それが， 福沢の思想全体に占め 

る位置が明らかに•されることなく，福 沢 の 「一身独立J 論は， 実学によって一身独立をはかる(そ. 

の極限が, 「福沢の立身出世の勤めJ ) という主張r 矮小化され, 事実上， [一身独立J の主張は， 実学 

の主張に解消されてしまっている。 ' .

福 沢 の 「一身独立J 諭は.これとは別の，内容ゆたかなものであることは，前述のとおりである。 

第三に, 身独立J 論が,，もっともい形における, 文明社会（ニ市民社会)の原理の確認であ 

たことは, すでに述べたとおりである。ということは，福沢が，自らに課した政'冶課題は，過去 

の 政 治 （社会的価値が政治に集中しているという意味で) の体質のうえに, 物理的力として,民衆を政
. . .  •

治に結集することではナ4 く， 民衆の侧値観の転換を軸に政滑からg 立した世界（=文明社会）をつ 

く.,ることによって，国の独立をはかることにあったということである。非政治的な主張のなかにひ 

そむ，鋭い政治性が福沢の特徴である。

ひろた氏が，福沢の非政治鎮域への関心の深さを，直ちに,民衆の眼を政治からそらさせるとい 
. . . . . . .  ' • '.

った形で把えるのは，挥急にすぎるように思われる。

以上, 福沢のT一身独立J 論について考察してきたわけであるが，それを，これまで述べたよう 

に把えるとして, 福 沢 の 身 独 立 し て 一 国 独 立 す J という論理構造をどう理解すべきか，以下こ 

の点について解明してみたい。

民梅と®権の関連を，『学 問 の す め J1第三編で, 身独立して-^国独立すr というチ~々で論 

じた福沢は，r文明論之概略』の f第十享自国の独立を論ずJ で, それをさらに発展させ,あら 

ゆる角度から徹底的に論じている。この第十章をめぐって，遠山氏が植極的t 論じているので，そ 

の批判的檢討という形で，譲論をすすめたい。 . . ， ，

注( 1 8 ) ひろた，前揭書, 139寅。
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遠山氏は，第一〜九享まで， 国の文明をすすめるためには，一国の独*は必要な条件だと述べ

てきた福沢が，第十章で, 「国の独立ゆ目的なり， 国民の文明は此目的を達するの術なり」 と宣言

し， 目的と条件あるいは手段との地位を逆転させた，とする。さらに氏は, 第-^〜九享と第十章と

の間に■論理の問隙かあり，福沢は，国内の文明化と一国の独立とを統一*的に解決することに成功し 
,  ( 19)
なかった，としてこれを批半!Jしている。 この問題に関連して, 遠山氏は，『学問のすi•めJ! 十二編 

に予定されたと推定される原稿，「内は忍ぶ可し，外は忍ぶ可らずJ において福沢が,国の独立を 

最高の目的とし，民権の主握は外国の強敲に対抗で、きるようにするためのr下た稽古」で あ り r調 

ぽJ だといっていることをとりあげ，福沢が民権を国権達成の手段としているととは明らかで,丸 

山真男氏のいうような，「古典的J 「民主的J ナショナリズムとはいえないといって 

氏の意見でいちぱん繞問に思うのは，氏が第十章の論理を正確{̂1把握しているかとい<う点である。 

遠山氏は，第十章の論旨をっぎのi うにおさえている。っまり,帝国主義段階前夜という国際情勢 

が，福沢をしで，国民的課題にっいて，本来の文明化の大道とはちがった，ま国の独立という課題 

設定を全儀なくさせ' これまでかれが批判してきた前近代的遗物（君臣の義, 先祖の由緒，上下の名分， 

本末の差別# ) をも方使としてみとめ国内の文明化を放棄した,と氏は理解している。

もっと単純化しでいえば，福沢が， 目的と手段の点で，文明と独立の開係を逆転させたことによ 

っT ，文明をすて独立を選んだという論理で, 遠山氏は福沢を批半!!している。

第十章の福派の論理は，これとはちがうと思う。 福沢の論理を， t く単純にすると, r日本の文 

明J r国の独立J て 「文明の本旨」，あるいは，r日本の文明J ニ 'r国の独立I 「文明の本旨j 

i ：いうととだと思う。福沢の論理を，跋自身の言葉を使って再構成してみるとつぎのようになる0 

第一， 国の文明をす す め る （r文明の本旨J の迫ま）ためには， 一国の独立は必要な条件だとい 

うことの再確認（これは, 第"^〜九章までの論理と同じで，前述のように，遠山氏は，福沢がこれを第十章 

で，目的と条件•手段の地位を逆転させたといって批判する。事美はそうでないことに注意;i。

第二  r文明の本旨J の達成は， いわぱ永久革命のような限りのないものであるから，.文明の原 

理，原則から目を感して，「今の曰本J に 譲 論 を 限 定 し て,国民の当面する課題に問題をしぽ 

ると, 国 の 独 目 的 で , r我文明J , 「日本の文明J はこり目的を達成するための手段ということ 

になる。この場合の文明とは，r唯自国の独立を得せしむるものを目して,,をら文明の名を下 だし 

たるのみ。敌に今め★文明と云いしは文明の本旨に非ずoj (文明化が，（■文明の本旨：！の迫求という長 

期にわたるものと，旧の独立の手段としてのr我文明J —— r日本の文明J —— のニ糖類に使いわけられてい 

ることに注意。遠山氏はとれを区別しないで，r国内の文明化J という暖味な言葉;^使っている。 また，rま文 

明J という場合の文明は，自国の独立に役*つものにつけた仮の名だといっているととの意味を分に理解す

注( 1 9 ) 遠山，前揭書，90、93頁。 
( 2 0 ) 同書，71K,
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る必耍がある）。 ■

第ちに，独立心を欠いた文明は日本の今の用には立たないから，こ れ を •'日本ウ文明J とよぶこ 

とはできない。（■まi の独立と云いA i の文明と云うは，其人民相集てまから其国を保護しまから. 

其権義と面目とを全うするものを指して名を下だすことJ であり，*■独i t す可き勢力j のことで、あ 

る。 その意味で， 「0 の独立は即ち文明なり」 （第二のところで指摘した，*■我文明J ,といろのは，独 

.立に役つものにつけ.た仮の名だということと，第三でのベている，，熟立という•.のは，..それを可能に.するよう 

な社会と人民の状態'■ ■ 独立す可き勢力j — だということがつながって,ま立ニ文明という把え方が出て 

くを論理に法意。文明社会（ニ市民社会）は, 国の独立を可能にする社会と人間のあり方という観点からは，文 

明化の特定段階あるいは特定条件下での実現形態としてのr在文明J / 日本の文明J であり，列強との開係でそ 

れをとらえれぱr国 独 立 j の状態であるというのが福取の論理。文明と独立を二律背反の関係でとら免，福 

Kは独立をとって文明を放棄したとする遠山氏の趣解とのへだたりは太きい）。
第 四 , r文明に非ざれぱ独立を保つ可らずJ ということの再確認。 この点では , 気持は買うか , ,

痰夷家, 憂国家，国体論者, 耶蘇論者, 漠儒論者はいずれも失格。しかし，各論者の考えのある部 

分は，使い方次第では，‘r独立す可き勢力丄の形成（ニ f s i の文明J).に活用し.うる可能性かあ..り，’ 

協力しあえるので.あるから，とれを機械的に排斥す'^ きでない（活用の仕方で，文明の方使になりうる 

ととを強調し，文明による独立という原則に反しない限度で*; ■民の大同団結を提言したものであることに注

意。遠山氏は，これを無原則な機会主義とみる）。 ' ：

以上のように, 福沢の論理を整趣してみると，遠山氏の批判にも拘らず，第九享までの論理と矛 

盾しているとはいい難いし, 論旨は一貫してる0 ただし，第一〜九享までは,文明社会とそれを 

構成する人間について韋理 • 原則を述べたものであるのに対して, 第十室は, 以上を前提として， 

当面する日本国民の躁洽課題にしぼって論じている点で，抽象のレベルが違うととに注意する必要

がある<? '

福沢の, 少年あをいはま年時代の生活体験が, ト身独立〕を主体化する二つの契機になゥナここ 

とはま奏だが, それ以上にたしかなことは，力★ の ト 身 独 立 〕 め主張は，〔国の独立〕 達成とい 

う悲願から発していることである。これは，日本をふくむアジアの国々が，近代化にめさめる場合 

に共通しているし，必然的なととでもあった。福沢は， ョロッパの近代思想の普遍的な諸価値を， 

独自に再構成し, それらを，二つのパンの問題, すなわち,… つは国民め生存の問題, いま一つは， 

個人とレて生活する間題に結びつけたととろに思想家としての真骨頂があったと思う。その意味で, 

〔一*身独立して国独立す〕というチーゼは，丸山真男氏のいうように，.日本の近代ナシヨナリズ 

ムの美しくも薄命な古典的均衡であったといえようレ

福 沢 i i r古 評 価 を め ぐ る 若 モ の 問 題  '
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福沢の思想の特賀にかがわる問題として，かれの生知主義の問題があると思われるので, 以下こ 

れにつぃて検討•してみたい0 '

福沢は, r一身独立」論を’ 『学 問 の す め 』を軸に展開してぃるととば周知の通りである。 

発展途上国におぃては，学生蓮勤力*41：会運動に占める比重が大きぃことにもしめされてぃるよう 

にレ社会変革の推進主体が未成熟な状況にあっては，r知J に,熱ぃ期待がよせられることは当然 

であった。<?： くに， 日本を, 新しい社会に'変革するジえでの最大の困難は, 権力の偏重の歴史力t生 

ん だ r惑溺J であると考免てぃた福れが，疑ぃぬく合理的精神に，変単め原動力を発見したことも 

当然のしととい;;Cよう。との場合，かれか，r知j といい，「理J というもの'は，understandingで 

あり，intellectであり，reason等，多様であったことは，念廣におぃておく必要力tあもう。

福沢はゾ文明論之概略』の r第 六 章 智 德 の 弁 j の最後の文章でつぎのように述べて

r人のI I神の発達するは限あるこ と な し ， 造化の仕掛には定貝IJあらざるはなし。無限の精神を 

以て有定の理を窮め，遂には有形無形の別なく，夭地間の事物を悉皆人の精神の内に包羅して浪 

すものなきに至る可し. I と。

福沢が，智力の働きによって，人間は自然と社会をま配することができると考えてぃたことはた 

しかで參ろう。さきにも述べたよう'に,’ 近代の★明けに，理性をバラ色に:插くことは，むしろ当然 

なことであって，それま体をとこで論じようとしているのではない。問廣になるのは，このような 

福沢の，楽天的な理性への讀歌を，啓蒙思想に特有なもの，さらには，アダム•スミス流の調和論 

的社会観の反映といった形で片づけ't しまってよいのであろう力、，ということである。結論を先ど 

りしてい免ぱ，一般的には， こしかに啓蒙期の特徴とぃうことはできるのであるが，もっと仔細に 

みると，とくにョロッパ近代思想のある断面との比較においてみると，大たんないい方をすれぱ, 

日本の思想の伝統が，r知j の理解に, 独特な影をおとしてぃるとぃえないか， とぃうことである。

ひろた氏は，福沢の上述の楽天的文明進歩観が生れる原因を，人々の利益追求は，本来的には矛- 

盾対立しなぃもりとする福沢の社会観に求めてぃる。 そして，この社会観は, スミスの 社会観であ 

り，それを福沢は，チェンバーズの『経済読本』から学んだとして\̂ヲふ。氏は，各所で，人間は本 

来は互に対35̂するものではないとする福沢の楽天的な定調和につ ぃ て ふ れ て おり， それぱ , 「ま 

だ階級対☆を充分には自覚しないアダム‘ スミスに代表されるイギ リ ま由主義の原理を説く教科 

書J であつたチcaンバーズの書の影響であるという見解を述べヤいるので，との間題を检討したう

注( 2 1 ) r文明論之概略J , 全集，第四巻，114頁。 
( 2 2 ) ひろた，前揭書，135哀。
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福沢論吉評価をめぐる;^干の問題
■

えで，福 沢 の r知J と，S1—口ッパ近代思想にあらわれるそれとの比缺の問題に入りたい。

チュンバーズの書は，たしかに，スミス流の，経済の自律運動の存在を前提にして書かれたもの

ではあるが，こ0 書は, ある意味では,社会的不調和の現実に対する弁明として書かれていること
( 23)

もみおとじてはならない。rはしがきj において，すでにつぎのように述べているぃ

「個人の義務の本質について，あまりにも多くの無知がはびとり，市民社会めまさに根底がく 

つがえされようとしていネ時, 国の安寧にとって欠くことめできないま柄について，若い人たち 

を教導することは大切で、ある。J .

また，福沢が，『西洋事情』 外編に翻訳するさい, その章を除いた，'Objections to the Com

petitive System Considered*においては,.'.富者，熟練者， 運な者には有利に,.'"資者，不熟1̂1̂ 

者，不運な者にほ破減的に作用ずる競争制度の矛盾を，associative systemを擁護する立場から
( 24)

鋭く批判する主張がくわしく紹介され，これVt•対する皮批判が展開されている。

こうしたま実からも明らかなように, チciiンバーズの書は，自由競争の：ンスチムの諸矛盾が全面 

的に開花する中で書かれており，福沢は, そめ部分を翻訳こそしなかったが, 当然熟読して：,そ の  

社会的矛盾め激しさに強い印象をうけているはずである。ま実，『文明論之概略J の中で， 練りM 

L , 前近代社会を!■無享の世界j , 文明社会をr多事の世界J としズえがき， だからこを， 法の支 

配が不可欠になるのだという論旨'^展開しているd 『民情一新』 につながるかれの歴史観は， すで 

に，『文明論之概略J め全編を食いている。したがって, ' ひろナこ成が,「福沢は本来的には個人間の 

対立はありえぬとみたから，人間そのものの能力= 理性のみが間題を解決するという論理が鮮明に• 

浮力、びあがって'f l )」 というのは誤りであって, 反対に，福沢は,社会的不調和と摩擦を膚感もて 

い.たからとそ, そわ艇決の^ぞみを理性に託したのであるし，ここから，国内の対立激化が独立を 

おびやかすことをおそれて官民調和がとかれてくるめであろ。

よく指摘される，福沢の，法の遵守と個人の義鸦に対するきびしい主張は，単純に，人民を明治
• ' ■ .

国家秩序につなぎとめるためのものといった形で理解される性質のものではない6 チ:ンバーズの 

書では，市民社会わ諸矛盾を前に，たががゆるみ始めたことへの対策として，法と義務が再び雖調 

されるのであるが, 福沢はこれを，法よりも人をおそれ，忍従の長い摩史が義務を忘れて権利主張 

に走るといった，近代社会への転換期特有の間題によみかえて，かれの主張にしている面が強い。 

こうしたことを考えると，チ: ンバーズの書を, スミス流の解説書と軽く扱うことは危険であって? 

むしろ, 競争制度擁護という立場から，力、なりイデォロギ一色を強めたこの書がr どのよ.うな屈折 

した姿において，福沢の思想形成に影を落しでいるかという観点からの検討が大まだとおもう。

23)

24) 

5)

注‘

(2
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さて，本題にもどって，福 沢 の 「知J の問題性の考察にうつろう。この問題を，アダム.スミス 

との比較という?^でおこないたい0

『文明論之概略』にっいズ語られた場合，いちばん無視されたのが，r智徳J 論であっそ,とく 

に，「第 六 享 智 徳 の 弁 J r第七章智徳の行わる可き時代と場所とを論ずJ においズ著しい。しか 

し, ま廿建的秩序の崩壊によって，それまでの社会的紐帯をたちきられた利己的個人が,どのような 

原理によって新しい社会に再結集することが可能になるのかi いう問題は，福沢の最大関心事であ 

ったはずであり，こうした問题は, 個人の行為り原理に鋭く現われるわけであるから,福沢にとっ 

て，智德論のもっ意味は大きかったといわざるをえない。

倒幕を，專制に対する智力の勝利とみる福沢は，政府の方向を決定するのはr衆論J であるとい 

う立場から，「衆論J の構造とその成☆過程を，第五で論じているのであるが， これをみるとっ 

ぎの点が注目される。

第一，衆論は人の数によって決るものではなく，智力の分量によって決定されるとしていること。

第 二 *さ 一 口 ッバを例にとクて， 国論あるいは衆説といわれるものも， 「中人以上智者の論説に 

て，他の愚民は唯其説に雷同し其範囲中に籠絡せられて敢て一己の愚を違ふすること能はざる.のみJ 

であるとして，普者，中ん愚者という分類で，智者にリ" ドされる衆論の形成を語り，それが政 

府の方向を決定するとしていること。

第三，智力は習慣（当該社会の原理が本能化したもの！）に よ って結合されて衆論になるという観 

点から，「西洋の人は智恵に不似合なる銘説を唱て不似合なる巧を行う者なり。 東洋の人は智恵に 

不似合なる愚説を吐て不似合なる拙を尽す者J だという，「衆智者結合の変性」にっいて語り， 智 

を衆論に実現するうえで，決定的な影響力をもっr習慣」 という名の社会システムの意義を論じて 

いるとと。

以上のように，智力力；衆論を制し，智力の働きは社会システムに依存するという,福れの主張は 

明らかであろう。

っぎに，第六〜七章によって, 福だの普徳論をみると，っぎの点が注目される。 ：

第一，智を厂私智J (ニ工夫の小智）と r公智J (ニ聪明の大智，すなわち大德）にわけ，徳 も 「私徳J 

と [公徳」にわけて，文明社会を，私智が公智にすすみ，私德もまた公智を媒介にして公徳にすす 

tr時代と把えていること（r知j の主導性に注意)。

第二，私德は，身を修め，行ないを慎しむといった風に心の中にあるもので, 他人に対する心の， 

働きではなく，他人とは無闕係な，孤立し/こ個人の不動だとしていること。 また，徳は利己心との 

絶対的な対立の中でとらえられ，不徳の媒体たる五官の悠を抑庄する点で，人間のま然な性情を妨 

げる危険をもっとしていること。

第三，r忍苦の善心」 と r不徳の恶心J の間には， 千差方様の智徳の働きがあり， 夫性のままに

M  {722) ~ ~ - ■

IM M iiliiiiiiiiiiH BB W M M w m — — — — — ——— H— Pi—Mil— ................. i .. ■' . . .め.yi



福沢論吉評価をめぐる若干の間題 

解放すれば， 極端な悪心は自から抑制されるはずであり（不徳と-美徳の中間)，r徵悪の手 

段は社会に備わり（法による制栽という意味~~'ま者)，勧善の作用は本人の知性に存する」 としてい 

る.こ と （法も翻に遺元され, 白己抑制も想に依存していることに注意)。

第四, 文明は人心の働きが複雑:e多様な社会であるから，有効範囲の狭い私德にかわって，人智 

がま然と社会の支配者になり，德に力、わって，人間の性情をもとにじて，知がつくゥナこ法や親則が， 

政府の専制を防ぎ，人間交際のルールとなる点で,規則が最高の道徳の働きをするとい力ているこ 

と （正義の法の根拠をr知j と自愛心に求めてい:^ことに注意)◊

以上のように，ここでも福沢の，「知」に対する絶対的な信頼感は著しいものがあり，. また， 智 

も徳も，人間の社会関係の中で論じられるのではなく，抽象的に，孤立した個人を担い手として論 

じられているごとが注目される。

このような，福沢におけるr知J の構造と役割を，アダム• スミスの『道徳感情論』にみられる： 

考え方と比較すると，そのちがいの大きさに驚かざるをえないであもう。

第一に，アダム• スミスは，人間を利己的なものとしたうえで，同時に，人間はその本性として， 

他人の連• 不運に哀れみや同情を感じる情動—— 同 胞 感 情 fellow'feeling—— をもっているとい 

う。スミスにとって，これが同感の成立のための前提であった。福沢は,牧師の経歴をもつゥイ 

ランドが，神への愛がらときおこして他者への愛をとく部分は，宗教にからむ他の部分同様，■•"方 

でクールにカットしつつ, 他方で，人間の自然の性情を解放しようというよびかけを実感をこめて 

うけとめている。そしヤ，福沢が，身分制的な束縛から解放された人間として考えるのは，孤立し 

た個人であって，ネの個人の中に，社会的な人間としてめ本性を間う問題意識は欠落している。こ
- ..C..レ’ ■

れは，長い市民社会の歴まを背景に，「社会のなかでのみ生存できる人間J という実感をもって， 

人間の本質を社会性の中にみるにとができたスミスと，そういう条件を全く欠いていた福況とのち 

がいの大きさによるものといえよう。 .

第二に，アダム，スミスゆ，行為の適宜性は何によってきまるかという問題に対して,観察者が 

その行為者に与えた同惑sympathyだという。とこで大切なのは，同惑成立のメカュズムである。 

それは，行為者の情動が，観察者に波及したといったようなものでも，また,一般的観念にてらし 

て，M察者の理性が判断したといったものではなく, 観察者が, 想像上，行為者の立場に自分をお 

, いて追#:験し，行為者の感情や行為にfついてゆけるJ ときをこ同感が成立するのだとスミスはいう0 

いうまでもなく, スミスの， この同感論が, 正義の法の根拠とされたのである。.-つまり, スミスは, 

正義の法が，社会の存続に不可避で'あるというととの発息を，人間の理性にゆだねないで，直接的 

で本能的な， 然な感情にゆだねたのである。理性に全能を与えた福沢とのちがいは明らかであろ

注( 26 ) 拙稿，r市民社会の桃成原理一アダム• スミスの同感論をめぐっててJ ,  ヒ里大学教養部紀要，第A 号。
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第二に，スミスは, 察 者 （それは，社会め代理者でもあるが) の資格を， 行為者にと り て r見知

らぬ人J-であることに求めた。市民社会は，地縁' • 血縁とは切れた.とこ;^がら，「見知らぬ人J 同

士の関係から始まるかゆえに, 「見知らぬ』人だけが, 社会にかわりうると考えたのである。 社今

にかわって判断するr見知らぬ人 j は ， 智においてとくにすぐれた者である必要はな く ， 市民社会

の大多数を構成している，平凡な市弁の人にはかならなかった。乎凡な， どこにでもいる普通の人

の 自然な感情に，社会が無条件にそれに従う信頼をスミスは託したのである。 ことでも福沢との跟 

離は大きい。

十七世紀的知から十A 世紀的知への変貌を，形而丄学的理性から批判的，経験的な理性への移行 

としてとらえる中村雄ニ郎氏にしたがっていえぱ，ア ダ ム , スミスは後者の人であった。当然めこ 

とだが，福沢は，こうしたヨーロッパ近代思想の変貌する過程も，その全体像も知るす べ もないま 

まに，その摂取を迫られたのであった。そとにある欠落した部分と， 日本の伝統的精神によって， 

独自な性格をもたされた部分とを生じたであろうことは，当然でありたとい先よう。

- »
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この小論の冒頭で, 福沢には, 自然的Tぐの観念はみられず, かれが論じているのは，「権利の 

平等J (==同権論）であるということを強調したのは，決して福泥の思想の意義を低めようとするも. 

のではなく，むしろ，これによって，かれの思想の特質とその歴史的な役割を明確にしたいといろ 

意図によるものである，いうまでもなく， ヨ 一口ッパの近代思想は,広い基盤の上に多様な妾でそ 

の個性を競いあう総体であって，単独の個人に代表されるといった性質めものではない。山にテこと 

えれば, 単独の山ではなく，多くの巨蜂がつの山脈をつくって偉容をしめしてい_^といってよい 

福は一つ一つの山々を征服しながら，山脈の全容をつかんだのではなく遠望によってその谷容を 

察し，そのある部分を，とくにかれの内発的な思想の培養基にするといっすこ形で，それを摂取した 

したかって, 福 網 著 作 に ，スミス， ル ソ - ， ホップス等々が,耍領よ.く姿を現わすとしすこら，近 

代思想の教科® ではあっても，かれま身の思想の書とはいえない6 な い ものねだりではなく，まず， 

袖沢がまらの養分とした部分を正確に評価し，福沢の思想の特質を明らか に す ることが大切デ’♦ 愚 

ぅ。 ' 

福だの，(■同権論j と r一身独立j 論の検討によって， つには，かれが， ヨ、一口ッバの近代思想 

の摂取を通じて， 自由の価値を中心に，いかにそれを主体的に発展させていったか，いいかえれぱ， 

かれの思想のもつ独自な性格を明らかにしたかったし，いま一つは， 「社会」 の用語が用いられて 

いないために，多くの誤解を生んでい.るが，かれがいかに市民社会の原理を深く理解し， 日本にお 

注(27)ホ村i ：：服 r ロゴスの炎;貌ー十七世紀的知から千ノ、世紀的如へ一J , '思想，1078年6 号◊
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福沢ir吉評価をめぐる若干の問題 

ける市民社会論の最良のものを提示しはじめていたかを明らかにしたかったわけである。
また，かれにぉける乎等論の欠如，ならびに, か れ の r知J の理解がふくむ問題性を指摘したの 

は，簡単に，スミスと結びらける危険性についていいたかったことと，福沢の中に，日本人の意識 

(何かを欠落させている[ の影が尾をびいていないか， ということを提示したいためであつた。 そし 
て，もしふれが正しければ, 福沢に原罪を求めることではなく，独白な方法をこよって，われわれに 

欠如した部分を理める作業が試みられるべきだろうということがいいたかったわけである。

ひろた氏，遠山氏の労作かち，たくさんの刺戟をうけ,多くのことを学ばせていただいたことを

感謝したい。

〔後記〕資料の商セ，慶應義塾大学の丸山信氏，ならびに慶應義惑因言館, 

協力をいただきました。厚くお礼申しあげます。

(北里大学教授） 
(1978、 8 • 31)
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